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義の科目担当者の決定や、演習担当資格審査などは、研究科委員会の決定事項である。 

 

(2)教員人事において研究科委員会が果たしている役割 

  専任教員の人事についても、研究科委員会で審議した後に経済学部教授会に提案され

ている。 

 

【大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性】 

 

＜現状の説明＞ 

 本学の大学院は、経済学部を基礎に設置しており、研究科委員会の構成員は全員経済学

部教授会の構成員でもある。従って研究科委員会と学部教授会との間で特別な会議を開催

するまでもなく両者の課題や方針は共有されている。 

 

 

１２－２ 学長、学部長、研究科委員長の権限と選任手続 

 

【学長、学部長、研究科委員長の選任手続の適切性、妥当性】 

 

＜現状の説明＞ 

学長、学部長及び研究科委員長の選任手続きは、それぞれ規程により定められ、それに

従い選任・任命を行っている。各々、次の通りである。 

 

1．｢新潟産業大学学長選考規程｣ 

 学長の選考は第 1 次選挙と第 2 次選挙の 2 回の選挙を経て選出決定された者について、

理事会の議を経て理事長が任命する。第 1 次選挙とは学長候補者を選ぶ選挙であり、第 2

次選挙とは、その選挙の結果上位となった者 2 名を学長候補者として投票を行う選挙であ

る。第 1 次選挙の選挙資格者は助教以上の教員及び主任以上の職員からなり、第 2 次選挙

資格者は助教以上の教員、大学事務局長及び課長･室長以上の年長順 2 名からなる。被選

挙資格者は助教以上の教員及び学外の学識経験者とし、学外者を被選挙資格者とすること

については、学長選考会議の議を経ることとしている。 

 

2．｢新潟産業大学学部長選考規程｣ 

 学部長の選考は学部教授会の決定にもとづき、理事会の議を経て理事長が任命する。選

挙資格者は、各学部の助教以上の教員とし、被選挙資格者は当該学部の教授とする。当選

者は有効投票数の過半数をもって決し、過半数を得た者がいない場合には上位 2 名にて決

選投票を行う。 

 

3．｢新潟産業大学大学院研究科長選考規程｣ 

研究科長の選考は研究科委員会の決定にもとづき、理事会の議を経て理事長が任命する。

選挙資格者は、研究科所属の講師以上の教員とし、被選挙資格者は当該研究科の教授とす
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る。当選者は有効投票数の過半数をもって決し、過半数を得た者がいない場合には上位 2

名にて決選投票を行う。 

 

＜点検･評価 長所と問題点＞ 

｢新潟産業大学学部長選考規程｣及び｢新潟産業大学大学院研究科選考規程｣については、

現状として改善すべき点は特になく、適切であると判断する。また、｢新潟産業大学学長選

考規程｣については、教学組織と事務組織の更なる連携を図るために、教職員のほぼ全員が

選挙に参加できるよう民主的な大幅改正を 2008 年 2 月に実施した。また、この改正では

立候補を原則としたことや、立会演説会を実施するなど被選者の意思を確認できるよう規

程に定めた。学長選任手続きについても適切であると判断する。 

 

＜将来の改善･改革に向けた方策＞ 

｢新潟産業大学学長選考規程｣は、2008 年度に改正した後、一回の選挙が行われたが、大

きな問題点は無く現状維持とする。「学部長選考規程」及び｢研究科長選考規程｣についても

適切妥当であり改正の必要はないと考える。 

 

【学長権限の内容とその行使の適切性】 

 

＜現状の説明＞ 

 学長権限については法律でその地位を定められており、本学においてもこれに則り、「学

校法人柏専学院運営組織規程」第 15 条で｢大学の校務を掌り、所属職員を統督し、大学を

代表する。｣と定めている。学長は、その権限において全学教授会、大学運営会議等の招集

権を持つなど、自己の判断に基づき大学組織を動かす権限を持っている。 

現学長は 2008 年度に改正した｢新潟産業大学学長選考規程｣で選出されており、その地

位は全教職員自らが選出したという意識に裏付けられ、また、これに応え権限行使にあた

って教職員の理解を重んじている。このように、学長権限とその行使については適切であ

ると判断する。 

 

【学部長や研究科委員長の権限の内容とその行使の適切性】 

 

＜現状の説明＞ 

 学部長、研究科委員長の職務は｢学校法人柏専学院運営組織規程｣によりそれぞれ、第 18

条で｢学部長は、学部の業務を統括し、学長の命を受けその業務を掌り、学部を代表する。｣、

第 21 条で｢研究科長は、研究科の業務を統括し、学長の命を受けその業務を掌り、研究科

を代表する。｣と定めている。各々、学部教授会または研究科委員会の議長を努めると共に、

学部または研究科を代表している。また、本学では、学部長は「学校法人柏専学院運営組

織規程」第 5 条により理事となっている。 

 学部長、研究科委員長ともに、定められた権限により、学部、研究科の運営を適切に行

っている。 
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【学長補佐体制の構成と活動の適切性】 

 

＜現状の説明＞ 

 学長を補佐する役職として、「学校法人柏専学院運営組織規程」により副学長（第 16 条）

と学長補佐（第 17 条）を定めている。どちらの役職も学長からの提案にもとづき、全学

教授会の議を経て学長が指名する。現在、副学長については 1 名置いているが、学長補佐

のポストは空席としている。その理由として、過去は 3 学部あった学部数が、現在は 2 学

部を募集停止とし、1 学部体制への学年進行期に入り、大学全体がコンパクトになったこ

とから、従来のように、副学長と学長補佐とに業務を分担する必要性がなくなったことが

ある。 

なお、副学長と学長補佐の職務は、「学校法人柏専学院運営組織規程」で次のように定

めている。 

 

第 16 条「副学長は学長を補佐し、学長に事故あるとき又は学長が欠けたときはその職

務を代理し、又はその職務を代行する。」「副学長の任期は、学長に準じるものとする。」 

第 17 条「学長補佐は、学長からの特命事項について提案等の指示があった場合これを

処理する。」「学長補佐の任期は、原則として 2 年とする。」 

学長を補佐する機能は、多忙な学長を支えており適切に機能していると判断する。 

 

 

１２－３ 意思決定 

 

【大学の意思決定プロセスの確立状況とその運用の適切性】 

 

＜現状の説明＞ 

本学の意思決定機関は、「全学教授会」、「学部教授会」、「大学院研究科委員会」の 3 機

関である。3 機関の付議に至るプロセスについては様々であるが、本学では学内意見を漏

らさないプロセスが確立されている。 

まず役職者等から一つの提案がなされ、そのことについて事務局担当部署にて具体的企

画案が作成される。この際、他の関連事務局部署とも調整を行う。事務局で作成された企

画案については、その後担当する委員会に上げられ決定機関付議前の十分な審議がなされ

る。この委員会での審議において、関連する他の委員会や役職者の意見等の調整が行われ、

案が確定する。委員会で確定された案は、まず学長に報告される。 

学長はこの案を確認し、本学の評議機関である大学運営会議を招集し、本件の審議・協

議を要請する。 

大学運営会議は本学役職者すべてが構成員となっており、加えて事務局役職者もオブザ

ーバーとして出席し、必要により意見を述べる。 

以上の手続きを経て案が確定し、最終的意思決定機関に付議される。 

 

一方、理事会からのトップダウンの指示については、理事となっている学長、副学長、
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学部長、事務局長を構成員とする大学常勤理事会で確認された後、学長から担当委員会へ、

又は事務局長から担当事務局部署に指示がなされた後、前述のプロセスに乗ることになる。 

 

＜点検・評価 長所と問題点＞ 

 大学全体を包括的に網羅した意思決定がなされるよう組織されており、また学長を中心

とした意思決定プロセスが確立しており運用はきわめて適切であると判断する。 

  

＜将来の改善・改革に向けた方策＞ 

 本学の意思決定プロセスについては、現行組織を維持することとする。また、全教職員

がこの意思決定プロセスを十分理解し、各部署が各々位置付けを認識し、案件をどのよう

に意思決定プロセスに乗せれば良いかを理解することにより、現行組織が活かされ、さら

なる適切な運用が実現する。教職員のより一層の組織理解の徹底を図りたい。 

 

 

１２－４ 評議会、大学協議会などの全学的審議機関 

 

【評議会、大学協議会などの全学的審議機関の権限の内容とその行使の適切性】 

 

＜現状の説明＞ 

 本学での全学的事項の協議機関として「大学運営会議」があり、この会議では大学運営

に関する重要事項、学部間等の連絡調整、学部教授会等から委任を受けた事項等、大学運

営上の事項を審議しており、全学教授会の事前協議的役割も担っている。その他、各種委

員会についても、学部を超えた全学的見地からの協議が必要であり全学的審議機能を持っ

ている。以下、各機関の説明を列挙する。 

 

1．大学運営会議 

「新潟産業大学学則」第 54 条及び「新潟産業大学運営会議規程」で規定されている会

議であり、大学運営上の重要事項を審議し、かつ学部又は学内相互の連絡調整を図ること

を目的とする。会議の構成員は、学長、副学長、学部長、研究科長、図書館長、研究所長、

生涯学習センター長、国際センター長、事務局長、各委員長等で構成され、また、学長が

全学教授会または学部教授会の同意を得た者等を加えることができる。本会議は、学長が

必要により招集し、審議事項が教授会の審議事項と重複する場合、教授会の事由かつ最終

的な審議決定を妨げないよう配慮する。大学運営会議審議事項（運営会議規程第 4 条）は、

大学運営に関する重要事項、学部・大学院又は学内諸機関相互間の連絡調整に関する事項、

学部教授会・全学教授会又は大学院研究科委員会から委任を受けた事項、その他の重要事

項と定められている。 

 

2．各種委員会 

各種委員会は、各学部から均等に選出された教員で構成されており、全学的検討組織と

言える。なお、現存する主な委員会は次のとおりであり、任務の効率化を図るべく合同委



147 

 

員会体制をとっている。教務委員会＋生涯学習センター運営委員会、学生委員会＋国際セ

ンター委員会、就職委員会、入試委員会＋広報委員会＋メディア情報処理委員会、研究所

運営委員会＋図書館委員会。 

 

 

１２－５ 教学組織と学校法人理事会との関係 

 

【教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係および機能分担、権限委譲の適切性】 

 

＜現状の説明＞ 

本学の経営母体は学校法人柏専学院であり、本学のほか新潟産業大学附属高等学校を設

置している。寄附行為により、理事会を組織する当法人役員の定数は、理事 8～11 名（現

員 11 名）、監事 2 名（現員 2 名）となっている。理事のうち学内者は 4 名おり、その内訳

は 1 号理事が学長、法人事務局長（大学事務局長を兹ねる）、3 号理事が副学長、学部長で

ある。 

学校法人柏専学院運営組織規程には、大学、高等学校及び法人本部に常勤する理事をも

って常勤理事会を構成することが定められており、上記の 4 名に附属高校長（1 号理事）

を加えた 5 名が常勤理事会のメンバーとなる。また、慣例により理事長（3 号理事、学外

者）も毎回会議に出席している。同規程により、常勤理事会は原則として月 1 回開かれ、

常務理事（現在は法人事務局長）がこれを招集し議長となることとなっており、その職務

は次のとおりである。 

 

1．理事会から委任を受けた業務の処理 

2．理事会で審議する案件の事前協議 

3．学内において当面する諸問題の調整及び指示 

4．学内職員組合との折衝 

5．人事及び財務に関する協議 

6．事務分掌上の疑義に対する調整及び指示 

7．その他、法人、大学及び高等学校の運営に関する諸事項及び常勤理事から議題と 

された案件の協議 

 

このように常勤理事会は、理事会の委託を受け大学の運営や学内で当面する諸問題の調

整を図り、そのメンバーである学長、学部長が、それぞれ議長を務める全学教授会、学部

教授会において理事会、常勤理事会の議事内容等を伝える役割を果たしている。逆に学長、

学部長は、理事として全学教授会、学部教授会の意思を常勤理事会を通じて理事会へ吸い

上げる役割も果たしており、教学組織と法人理事会の中間に位置する常勤理事会は両者を

繋ぐパイプとして重要な役割を担っている。 

また、本学では学生確保及び財政安定化策等の立案を目的として理事会直下に経営改革

推進室が設置されており、大学の定員割れ改善に向け理事会と連携し取り組んでいる。経

営改革推進室は理事長を室長とし、大学役職者からは学長、副学長、学部長、事務局長、
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事務局各課長等が兹務している。2006 年 1 月には同推進室の顧問として学外から学識経

験者（前日本学生支援機構理事長・元国立大学長）を招聘し、同推進室の業務全般にわた

って指導・助言を仰いでいるところである。 

 

 

１２－６ 管理運営への学外有識者の関与 

 

【管理運営に対する学外有識者の関与の状況とその有効性】 

 

＜現状の説明＞ 

当法人役員の定数は理事 8～11 名（現員 11 名）、監事 2 名（現員 2 名）となっている。

このうち学外有識者は理事 6 名、監事 2 名であり、学外理事の内訳は「評議員のうちから

評議員会において選任した」2 号理事 3 名、及び「柏崎市長、柏崎市及びその周辺経済界

その他学識経験者のうち理事会において選任した」3 号理事 3 名である。学外理事は柏崎

市長、前日本学生支援機構理事長・元国立大学長、元公立学校長、会社役員、商工会議所

役員が、監事は公認会計士、金融機関役員がそれぞれ務めている。当法人では私立学校法

の改正を受け、学校法人の運営に多様な意見を取り入れて、経営機能の強化に資するよう

積極的に外部役員を登用しており、実際の学校運営に対し、各実業界から豊富な経験と優

れた識見に裏付けられた貴重な意見が寄せられている。監事は専門家の立場から、学校法

人の公共性と運営の適正性を確保するため、業務全般に対し厳格な監査を実施している。

また、学内理事 5 名に対し、学外理事 6 名と人数構成上のバランスもとれている。 

一方、学校法人の諮問機関である評議員の定数は 20～26 名（現員 26 名）となっている

が、この中には学外有識者が 16 名含まれ、学外者の視点から積極的に法人の意思決定に

関与している。 

 

 

１２－７ 法令遵守等 

 

【関連法令等および学内規定の遵守】 

 

＜現状の説明＞ 

 本学は学校教育法、大学設置基準及び私立学校法等の関連法令を遵守し健全な管理運営

を行っている。また、本法人の就業規則第 3 条には「教職員はこの規則及びこれに付属す

る諸規則を守り、理事長、学長、校長及びその他の上司の職務上の命令に従って学院の秩

序を維持し、教育目的の達成に努めるものとする」ことが規定されており、教職員は高い

意識を持って法令遵守に努めている。 

 

【個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組みや制度、審査体制の整備状況】 

 

＜現状の説明＞ 
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本学の個人情報保護については、「学校法人柏専学院個人情報の保護に関する規程」を

定め取り組んでいる。この規程は、①管理体制及び管理責任者の明確化、②情報を収集す

る際の目的の明確化、③情報の利用制限、④情報の厳重管理、⑤開示する情報の選別、⑥

開示する場合の開示方法の明確化等を明文化したものである。本規程では、「個人情報保護

委員会」が定められており、委員会を中心に個人情報の慎重な取り扱いを行っている。ま

た、不正行為の防止については理事会と大学が高い意識を持って連携し取り組んでおり、

不正防止のための管理体制や、個々の責任者の明確な定めに加え、一つの業務担当者を複

数にすることによる相互牽制作用など、徹底した対応を行っている。特に、競争的研究資

金の不正防止については、「新潟産業大学競争的研究資金の取扱いに関する規程」、「新潟産

業大学競争的研究資金内部監査実施要領」を定め、不正防止に取り組んでいる。 
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第１３章 財務 

到達目標 

教育研究の目標の実現に向けた予算の適正配分と健全な財政基盤の確立。 

 

１３－１ 中･長期的な財務計画 

 

【中･長期的な財務計画の策定およびその内容】 

 

＜現状の説明＞ 

 理事長を室長とし理事会直下に組織される経営改革推進室を中心として、財政の安定と

財務基盤の確立を図るために中期財政計画(予算)を策定している。それを基に、平成 19 年

度私立大学等経常費補助金特別補助に申請を行い、｢定員割れ改善促進特別支援経費｣(現、

未来経営戦略推進経費)の補助対象として採択された。その申請時の｢定員割れ改善計画書

（2007 年度～平 2011 年度）｣をもって現行の中期財政計画としている。 

 

＜点検･評価 長所と問題点＞ 

 ｢定員割れ改善計画｣は、2007 年 9 月 25 日の平成 19 年度第 6 回理事会での決議事項で

ある。これは、本学の中期的な財政計画と総合将来計画の両方を担ったものである。この

計画において、財務に直接関係する箇所のみを抽出すれば、学部の改廃、定員削減とそれ

に伴う人件費の削減、不要資産の売却、国債等を中心とした資産運用、施設利用料の見直

し、寄付金の恒常的募集などをあげることができる。これらは、すべて中期的な視野の中

での本学の将来の有り様を見据えた計画である。 

 この計画を法人全体において 2008 年度決算と比較をすれば、まず収入においては一番

重点を置くべき学生生徒納付金こそ計画を下回り 86％ではあったものの、手数料収入

143.5％、寄付金 231.6％、補助金 118.2％、資産運用収入 393.2％、事業収入 129.1％とす

べて計画を上回る結果となった。次に支出においては、人件費 95.9％、管理経費 92.7％

と計画よりも支出を抑えることができた。このことは財務計画の実現性の面からも、評価

できるものと考える。 

 

＜将来の改善･改革に向けた方策＞ 

 ｢定員割れ改善計画｣に基づく財務計画は、通常の学内的な計画と違い、公の補助金の対

象となっている計画である。卖年度予算は、新たな教育研究計画なども適切に反映しなが

ら、この中期財務計画に基づいて編成され、これを逸脱することのないように努めなけれ

ばならない。 

 

 

１３－２ 教育研究と財政 

 

【教育研究目的･目標を具体的に実現する上で必要な財政基盤(もしくは配分予算)の確立
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状況】 

 

＜現状の説明＞ 

本学の財政基盤は、収入予算の大半を占める学生生徒納付金収入に依存し、近年の学生

数の減尐により、それを十分に確保することが出来ない状況であることは前回の自己点検

における現状であった。しかしながら、その後の学部の廃止、学科の新設などを含め、定

員充足につとめ、2009 年度入試では、経済学部 160 名の定員を満たす入学生を確保する

ことができた。 

そして、この学生生徒納付金収入に主軸をおくものの、全学的な取り組みとして特別補

助金や科学研究費補助金をはじめとした各種外部資金、恒常的寄付金募集などの第 2 の収

入源を積極的に検討･申請･募集を行い、獲得したこれらの収入を予算配分することにより、

教育研究の充実と財政基盤の充実を図っているところである。 

 

具体的に、2008 年度決算から現状を説明する。 

まず、支払資金である。法人全体では 10 億 5,137 万円、大学卖独では 9 億 4,515 万円 

となった。前年度に比して大学卖独では、△4 億 2,625 万円の大幅な減である。この大き

な要因は、年度を越えた有価証券運用 3 億 8,779 万円によるものであり、実質は△3,846

万円の減である。 

 次に消費収支である。主な財源である学生生徒等納付金は、法人全体で 6 億 8,401 万円、

大学卖独で 5 億 7,610 万円となった。尐子化などにより逓減傾向が顕著であり、厳しい状

況である。これは大学卖独では前年度に比して△10.8％の減尐であるが、経済学部の現員

数でみると 2007 年度の 456 名から 33 名の増で 2008 年度は 489 名、2009 年度は 2008

年度比 71 名増の 560 名として、逓増となっている。 

 補助金も逓減傾向が続いている。大学卖独での経常費補助金は 2008 年度において 1 億

5,443 万円であり、これは 2004 年度に比し△15.9％の減となっている。 

 寄付金においては、法人全体で 1,335 万円、大学卖独で 1,230 万円である。これは、新

潟県中越沖地震にかかる復旧寄付金を募った前年度(2007 年度)の 3,728 万円(大学卖独)か

らすれば低い数値であるが、恒常的な寄付金募集開始以前と比較すれば、評価できる金額

である。 

 資産運用収入においては、大学卖独で 927 万円とした。これは寄付金に続き、収入源の

多角化という観点から、本格的に国債運用を開始した結果である。 

 支出の部においては、人件費は法人全体で 8 億 3,543 万円、大学卖独で 5 億 7,751 万円

である。これは 2004 年に比し、法人全体で△3 億 5,414 万円(△29.7％)、大学卖独で△3

億 1,244 万円(△35.1％)という大きな減となっている。人件費削減の効果が大きく表れて

いる。 

 経費については、教育研究経費比率が大学卖独で 37.2％、管理経費が 12.7％である。(大

学基礎データ（表 46－2）参照。) 

 以上から、当年度消費収支差額は法人全体で△1 億 7,572 万円、大学卖独では、△1 億

4,293 万円となった。これは新潟県中越沖地震の建物取り壊し費用や除却費用を計上した

前年度つまり 2007 年度と比すると、法人全体で 2 億 116 万円、大学卖独で 1 億 9,059 万
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円の改善となった。 

 

＜点検･評価 長所と問題点＞ 

本法人は、2001 年度より消費収支において厳しい状況である。また近年の厳しい入試状

況により、本来の主たる収入源である学生生徒納付金等収入を十分確保しているとは言い

難い。しかし、2009 年度入試において定員を確保したことは、収支改善に向けて大きな一

歩と評価することができる。 

また、収入源の多角化という観点から、恒常的な寄付金募集や安全で比較的安定してい

る国債による資産運用(2008 年度より本格運用)も、評価すべきところである。 

 

＜将来の改善･改革に向けた方策＞ 

 目的･目標を実現する上で必要な財政基盤の確立とは、本学においては、すなわち帰属収

入の増と支出の削減に他ならない。つまり、収入においては、主たる収入源たる学生生徒

納付金について、2009 年度に定員どおりとした入学者を今後も継続して確保すること。ま

た、恒常的寄付金募集、資産運用については、その継続や安全性などに配慮しつつ、第 2

の収入源として、さらなる収入増を目指すことである。 

 支出においては、人件費の削減については数年来実績を残しているが、更に切り込む必

要がある。また、私立大学の教育研究目的･目標を実現させる上で直接経費ともいえる教育

研究経費について消費収支の均衡を念頭におきながら充実していかなければならない。ま

た管理経費の中でも、教育研究に影響のない費目を抽出し、それらを検討し、抜本的な見

直しを行う。 

 

 

１３－３ 外部資金等 

 

【文部科学省科学研究費、外部資金（寄附金、受託研究費、共同研究費など）、資産運用

益等の受け入れ状況】 

 

＜現状の説明＞ 

本学の外部資金の受け入れ状況の推移は次表のとおりである。 

1．科学研究費                           (卖位：千円) 

2009 年度は 9月 1 日現在の実績である。件数及び金額は当該年度における新規及び継続分を含む。 

 

 

 

 
年  度 

 

 
 2005 年 

 

 
 2006 年 

 

 
 2007 年 

 

  
2008 年 

 

 
 2009 年 

 

申請件数 6 件 10 件 9 件 5 件 8 件 

採択件数 2 件 1 件 2 件 1 件 1 件 

交付額 2,100 1,100 2,230 650 1,040 
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2．資産運用収入                           (卖位：千円) 
 

年  度 
 

 
2004 年 

 
2005 年 

 
2006 年 

 
2007 年 

 
2008 年 

 
2009 年 

寄付金 15,173 10,990 2,020 37,289 12,306 ― 

(うち研究･助成) (12,699) (3,100) (2,020) (1,500) (1,000) ― 

 

3．資産運用収入                           (卖位：千円) 
 

年  度 
 

 
2004 年 

 
2005 年 

 
2006 年 

 
2007 年 

 
2008 年 

 
2009 年 

受取利息配当金 26 2 838 5,627 7,602 ― 

施設設備利用料 1,320 1,392 886 1,382 1,665 ― 

 

4．受託事業収入                           (卖位：千円) 
 

年度 
 

 
2004 年 

 
2005 年 

 
2006 年 

 
2007 年 

 
2008 年 

 
2009 年 

受託事業収入 327 100 0 6,851 16,408 ― 

 

＜点検と評価 長所と問題点＞ 

科学研究費については、2009 年度について交付決定されているが、申請件数が伸びてい

るものの、採択件数、交付額ともに満足すべきものではない。 

寄付金については、恒常的寄付金の受け入れの一環として｢新潟県中越沖地震 新潟産業

大学復旧募金｣（2007 年度）、｢学校法人柏専学院創立 60 周年記念事業募金｣(2008 年度)

と継続して募金を実施し、両年とも本学の規模からすれば非常に評価すべき金額が結果と

なって表れている。 

資産運用については、2005 年度までは資産保全のため決済性預金としていたものを、

2006 年度に｢学校法人柏専学院資産運用管理規程｣を制定し、運用の安全性確保や権限･責

任を明確にして、国債を中心に本格的運用を開始しているところである。本法人では、公

益法人の責任として、その運用益もさることながら元本棄損のリスク回避を第一にその運

用を行っており、その結果は 2007 年度、2008 年度の受取利息配当金の増となっている。

これはそれ以前と比較すれば大いに評価すべき点である。 

次に同じく資産運用の施設設備利用料も 2008年度より｢新潟産業大学施設の学外団体使

用規程｣を改定し利用料を値上げしたことにより 2007 年度に比して 20.5％の伸びを示し

ており、これも評価すべき点である。 

最後に受託事業収入であるが、文部科学省｢社会人学び直しニーズ対応教育推進事業委

託｣(2007 年度～2009 年度)、新潟県｢知の財産活用事業｣(2008 年度)、新潟県｢理科･技術力

向上機能活用事業｣(2008 年度)、柏崎市｢柏崎の個性･魅力づくり調査研究業務委託｣などの

事業を受託するなど、多くの事業を受け入れており評価できる。しかし、受託研究費、共

同研究費に関しては近年実績がなく一層の取り組み努力が必要である。 

 

＜将来の改善･改革に向けた方策＞ 

帰属収入の主軸である学生生徒納付金については尐子化等により劇的な回復を見込む
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ことが難しく、多様な収入の確保の観点から、外部資金受け入れに対する重要度は高まる。 

科学研究費については、全学的な取り組みとしてまずは申請件数を増やすことが必要で

あり、2009 年 9 月 2 日全学教授会において科学研究費の申請数を増やすことについて学

長より全教員に周知徹底がなされたところであり、今後とも全学的に取り組んでいく。 

寄付金については、2007 年度及び 2008 年度において実績を上げることができたが、今

後もその確保に努めていく。 

 

 

１３－４ 予算編成と執行 

 

【予算編成の適切性と執行ルールの明確性】 

 

＜現状の説明＞ 

 各年度の予算編成については、法人の経営状況と次年度の収入予測を加味し、予算卖位

毎の前年度比経費削減率を設定するなどして経費の削減に努めている。また、予算編成に

当たっては、以下の手順を踏んでいる。 

 

①大学をとりまく内外の情勢分析を行なう。 

②予算編成方針案を作成する。 

③常勤理事会において予算編成方針案審議する。 

④法人理事長名にて「次年度予算編成方針」の通知を行なう。(11 月上旪） 

⑤予算編成方針を踏まえ、予算卖位毎に委員会を開催する等、継続経費の見直し及び新

規経費の検討等を行なう。（12 月） 

⑥予算要求見積書の提出。継続経費の増額および新規要求項目については、予算要求見

積書とは別に要求理由を付した一覧表の添付をする。（12 月下旪） 

⑦法人事務局長(常務理事･経理責任者)を中心に査定を行ない、必要に応じて、予算要

求内容のヒアリングを実施する。（1 月） 

⑧経費の下方修正もしくは見送りとなった項目については、予算復活折衝の機会を設け、

最終的な予算案を作成する。（2～3 月） 

⑨収支予算書案を常勤理事会にて説明する。（3 月中旪） 

⑩評議員会に意見を求め、理事会の承認を得て、次年度予算が成立となる。（3 月下旪） 

⑪予算が成立次第、速やかに予算卖位毎に支出予算書の配付を行う。 

⑫予算の執行(4 月～) 

⑬期中にやむを得ない事由により予算額を超えて支出が見込まれる時は、経理責任者 

 を経て理事長の承認により、予算流用もしくは予備費使用により補填する。 

⑭期中において予算に重要な変更を必要とする場合は、補正予算を編成し、評議員会に 

 意見を求め、理事会において承認する。 

 

 予算の具体的な執行については、「経理規程」、「固定資産及び物品管理規程」、「旅費規程」、

｢文書規程｣等諸規程に基づき、明確かつ適正に執行している。予算執行時には科目および
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金額毎に、専決区分を定め、高額(10 万円超)の物品購入については、相見積もりを取り、

稟議･決裁にて購入物品の承認を得て発注を行い、予算執行する、という手順を確実に踏む。 

前述のとおり、緊急・突発的な事案により、予算がなく、予算科目の振替流用が困難な

場合に限り、予備費から支出することを認めている。この場合には金額の多寡にかかわら

ず、所定様式にて稟議･決裁を得る手順になっており、不透明な予算執行は一切行っていな

い。 

 

＜点検･評価 長所と問題点＞ 

前回の自己点検にもあるとおり、本学の予算編成は積み上げ式を採用し、コピー用紙や

文具に至るまで木目細やかな予算査定･編成を行っている。現在のところ予算配分、執行の

ルールについて、不適切、不透明な点は見当たらず、概ね適切である。 

 

＜将来の改善･改革に向けた方策＞ 

積み上げ式の予算編成であるが故に、予算査定を行うのに時間がかかりすぎる面がある。

全体を検証、分析する時間が尐なくなることを防ぐため、予算を固定費、変動費、事業費

などに分類し、ある程度総額で管理することも今後の課題である。 

また、予算の執行に関しては、その手続きを再度教職員ともに確認し、高額物件にかか

る相見積もりの方法、領収書の徴収、コスト意識などについてさらに共通理解を深めてい

かなければならない。 

 

 

１３－５ 財務監査 

 

【監事監査、会計監査、内部監査機能の確立と連携】 

 

＜現状の説明＞ 

本学では、寄付行為の定めにより監事 2 人が選任されている。監事は、理事会は基より

及び評議員会に常時出席しており理事の業務執行状況の確認が行われている。決算時には

理事会への監査報告書の提出及び監査報告が行われているのはもちろんのこと、年 2 回の

終日監査(2008 年度実施日：①2008 年 11 月 26 日 ②2009 年 5月 28 日)が行われている。

そこでは、理事の業務執行状況、理事会議事録、決算監査、財産保全(防犯、防火)などの

主軸となる項目から、現預金、小口現金、金庫、校印の管理施錠状況に至るまで、綿密な

監査が行われる。そして、監査の結果報告において、指摘事項となったものについては改

善し、その内容について監事に報告している。 

また、外部監査として公認会計士 3 人による監査も期中及び期末に行われており、この

監査体制により適切性を確保している。外部監査は大学、高校を含め 2005 年度は延べ 68

日間、2006 年度は延べ 71 日間、2007 年度は延べ 58 日間、2008 年度は述べ 63 日間の監

査が行われている。ここでの指摘事項については、処置及び検討･改善を行ない、外部監査

人に対してその内容を報告している。 

内部監査については、組織的なものは設置されていない。しかしながら、本法人では経
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理担当者間の職務内容として、月次残高、伝票などについて必ず相互牽制が行われ、上司

へ報告がなされている。 

 

＜点検･評価 長所と問題点＞ 

監事による監査は、現状のとおり寄付行為第 16 条(監事の職務)に規定されている内容

はもちろんのこと、細部にわたる監査が綿密に行われ、理事会に対しての報告は適切であ

り、その指摘事項にかかる改善内容も評価できる。 

外部監査人による監査は、計画的に実施されており、また監事と外部監査人とは監査に

係る意見、情報交換が行われており、連携が確保されている。監査は委細におよぶ事項等

について行われるため、監査時に限らず経理担当者が日常的に疑問点等を照会し指導を受

け、適正な業務処理をすることが可能となっている。 

 

＜将来の改善･改革に向けた方策＞ 

監事、外部監査人と理事会については意見交換など緊密に連携が図られているため適切

であり、今後これを継続していく。 

 

 

１３－６ 私立大学財政の財務比率 

 

【消費収支計算書関係比率および貸借対照表関係比率における、各項目毎の比率の適切

性】 

 

＜現状の説明＞ 

 以下に法人全体の財務比率に大学卖独の比率を織り交ぜながら、各財務比率を検証す

る。（大学基礎データ(表 46)、（表 46－2）、（表 47）参照。） 

 なお、全国平均については、指標として日本私立学校振興･共済事業団編｢平成 20 年

度版今日の私学財政｣より、法人全体については｢5 ｶ年連続財務比率表(医歯系法人を除

く)大学法人 487 校(2007 年度)｣、と大学卖独については｢平成 19 年度財務比率表(系統

別)大学部門卖一学部(社会科学系学部)44 校｣の数値を用いている。 

 

 1．消費収支計算書関係比率 

  まず、全体の概略より述べる。 

 経営状況については、主たる収入源である学生生徒納付金の確保が十分でないことが、

この関係比率を悪化させている原因となっていることがわかる。160 名の定員確保を維

持し、第 2 の収入源を安定的に増加させなければならない。 

収入構成については、学生生徒納付金比率を高めなければならないことは前述のとお

りである。寄付金については恒常的寄付金募集の結果が表れはじめていると評価する。

補助金に関しては、特別補助等更なる増額を目指すべきであるが、比率は安定している。 

支出構成の適切性については、人件費は改善の結果は金額となって表れているが、分

母の帰属収入も逓減しているため、構成比率は全国平均に比して高くなっている。教育
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研究経費は、全国平均に比して高めではあるが収支の均衡を考慮しながら、充実する必

要がある。管理経費は、学生寮についての議論を踏まえての削減努力が必要である。 

収入と支出のバランスについては、消費収支が均衡していない以上、収入と支出のバ

ランスはとれていないと判断する。中でも学生生徒納付金に対する人件費は高く、やは

り人件費の削減が求められるところである。 

 

  次に主な比率の個々の分析である。 

  (1)人件費比率 

 人件費の帰属収入に対する割合である。過去 5 年間を見ると、法人全体においては

全国平均 51.4％に対し 70％前後、大学卖独では全国平均 51.1％に対し 60％台後半を

推移している。依然、比率としては全国平均と比較すると务っているといわざるを得

ない。しかしながら、2005 年度以降の給与等の見直しや人事による人件費の削減によ

り、毎年減額し、大学卖独での 2008 年度と 2004 年度の人件費の差額は△3 億 1,244

万円となっている。これは、改善の結果として評価すべきである。 

 

  (2)人件費依存率 

   人件費の学生生徒等納付金に対する割合を示す関係比率である。法人全体では 2005

年度･2006 年度は人件費並びに経費の見直し、削減により 100％台前半までの改善を

見たが、2007 年度は 122.1％と全国平均の 71.7％台を大きく上回っている。これは附

属高等学校の収入構成が補助金の比率が高いことに起因するものである。大学卖独で

は、全国平均 63.2％に対し 100.2％である。法人全体に比せば改善しているが、非常

に厳しいものであることに変わりはない。しかし、実質的な金額において 2004 年度

より毎年減尐していることは、人件費比率の説明のとおりであり、改善の結果が出て

いるものと考える。 

 

  (3)教育研究費比率 

   教育研究経費の帰属収入に対する割合である。法人全体で全国平均 29.7％に対し

33.5％、大学卖独では全国平均 32.7％に対し 37.2％と、過去 5 年を比較しても、良好

な状態であると言える。これは、減価償却費などの固定経費もあるが、全般的には収

入減の状況にあっても教育研究の質の低下を回避する為、大幅な削減を行わなかった

ものである。 

 

  (4)消費支出比率 

消費収支関係比率において非常に重要視すべき比率である。2007 年度においては、

法人全体で 128.3％と大きく収支を悪化させたが、これは主に新潟県中越沖地震によ

る建物取壊費及び資産処分差額に伴うものである。2008 年度は 114.6％とし、2007

年度に比し△14.6％好転させた。しかし全国平均の 7.4％と比せば厳しい値と認識せざ

るを得ない。この要因は、一言でいえば学生生徒納付金の減尐、つまり学生数の減で

ある。しかしながら、改組後の 2009 年度入試において 160 名の定員を確保したこと

は、収支改善への道筋が緒に就いたということもできる。しかしながら、なんとして
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も全国平均を目指すべく、改善努力が必要である。 

 

  (5)消費収支比率 

   消費支出の消費収入に対する割合を示す関係比率である。2008 年度は法人全体･大

学で 115％前後を推移している。特に大学においては全国平均の 110％程度を目標と

し改善に努めなければならない。 

 

  (6)学生生徒納付金比率 

学生生徒等納付金の帰属収入に占める割合である。過去 5 年間で比率が下がってい

ることがわかる。帰属収入に占める寄付金や補助金が増加して、この比率が下がるの

であれば問題はないが、これはひとえに入学者数の減尐に起因していると考えるべき

である。大学卖独では、全国平均 80.8％に対し 65.9％となっている。 

 

  (7)寄付金比率 

   寄付金の帰属収入に占める割合である。私立学校にとって第 2 の重要な収入源であ

る寄付金を、多角的財源確保の観点から、積極的な募金活動を 2007 年より実施して

いるところである。内容としては 2007 年度｢新潟県中越沖地震寄付金｣として 2,000

万円余り、2008 年度｢学校法人柏専学院創立 60 周年記念募金｣として 370 万円余りを

寄付金収入として受け入れしている。結果、大学卖独では全国平均 1.5％に対し、2007

年度が 4.0％、2008 年度を 1.4％とした。まだ、比率は低いものの評価すべき点であ

る。 

 

2．貸借対照表関係比率 

まず、全体の概略より述べる。 

 消費収支計算書関係比率に対し貸借対照表関係比率は、消費収支差額構成比率を除

き全般的に全国平均と同等以上の値を示している。これは何度か繰り返した借入金を

しないという無借金経営の方針によるところが大きい。また、負債に対する資産の保

有割合も適切であり、この関係比率は評価すべき点である。 

 

  次に主な比率の個々の分析である。 

  (1)自己資金構成比率 

   自己資金の総資金に占める構成割合である。本法人は全国平均の 87.2％を上回る

91.5％となっており、過去 5 年を見ても同程度に推移している。今後とも、高い比率

を保つ必要がある。 

 

  (2)消費収支差額構成比率 

   消費収支差額の総資金に占める構成割合である。比率は全国平均の△4.6％を下回る

△24.6％である。これは本法人の累積消費収支差額が約△14 億であることが主因であ

り、改善は急務である。 
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  (3)流動比率 

   流動負債に対する流動資産の割合である。通常 200％以上であれば良いとされるが、

本法人は 937.2％以上と良い水準といえる。しかしながら、長期計画等を立案し特定

預金や複数年度の有価証券運用などを検討することも必要である。 

 

  (4)総負債比率 

   固定負債と流動負債を合計した負債総額の総資産に対する割合である。法人全体に

おいては全国平均 12.8％に対し、8.5％と特に問題はなく今後もこれを維持すべきと

ころである。 

 

  (5)負債比率 

   他人資金が自己資金を上回っていないかどうかをみる指標である。法人全体におい

ては全国平均 14.7％に対し、9.3％と特に問題はない。 

 

  (6)退職給与引当金預金率 

   退職給与引当金に対してどれだけの資金を保有しているかを示す比率である。

100％が上限の比率であるが、本法人は退職金財団からの交付金などを考慮し、全国

平均程度を維持することとしている。特に問題はない。 

 

  (7)基本金比率 

 基本金要組入額に対する組入済基本金の割合である。本法人は 2008 年度において

100％であり、特に問題はない。 
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第１４章 点検・評価 

 

到達目標 

大学が自らを改善し、向上するための全学的な自己点検・評価体制を構築し、 

継続的な点検・評価活動を実施する。 

 

１４－１ 自己点検・評価 

 

【自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその活動上の有効性】 

 

＜現状の説明＞ 

 本学では自己点検・評価の実施にあたり 1996 年に「新潟産業大学自己点検・評価に関

する規程」を定め、全学自己点検委員会を中心とした全学的な組織を編成し、自己点検・

評価活動を行ってきた。 

 

 

図 14－①        「自己点検・評価に関する組織編制図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全学自己点検 

委 員 会 

自己点検・評価 

作 業 Ｗ Ｇ 

自己点検運営 

委 員 会 

経 済 学 部 自 己 点 検 委 員 会 

産業ｼｽﾃﾑ学部自己点検委員会 

大 学 院 自 己 点 検 委 員 会 

・ 教務関係自己点検委員会 

・ 学生関係自己点検委員会 

・ 入試関係自己点検委員会 

・ 就職関係自己点検委員会 

・ 図 書 館 自 己 点 検 委 員 会 

・ 研 究 所 自 己 点 検 委 員 会 

・ 国際交流関係自己点検委員会 

・ 生涯学習関係自己点検委員会 

・ 電算施設関係自己点検委員会 

・ 運営管理関係自己点検委員会 
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過去には、1997 年、2001 年、2007 年と自己点検・評価を実施し、結果を報告書にまと

めあげ 2007 年より本学ホームページ上に公開している。 

前記のとおり自己点検・評価としての全学を挙げた取り組み自体は 4 年、6 年、2 年と

間隔を空けて実施しているが、毎年度必ず事業計画を策定し事業報告を行うことにより、

その時々の問題点の抽出や改善に向けた取り組みについての点検と実施報告を行っており、

着実にその成果を挙げてきている。 

 

＜点検・評価 長所と問題点＞ 

 本学は「新潟産業大学自己点検・評価に関する規程」に基づき、恒常的に自己点検・ 

評価を実施しており、システムは有効に活かされている。実際に点検・評価作業には全教

職員がなんらかの形で携わっており、大学の抱える問題を一人ひとりが自身の問題として

捉え、改善・解決に向けての努力を行う体制が整備された。 

  

＜将来の改善・改革に向けた方策＞ 

今後自己点検・評価活動を恒常的に行い、掲げた目標を達成するためには、今回の自己

点検・評価活動の経験を活かし、明確な作業計画を立て中長期的な PDCA サイクルの稼働

を実現させる。 

 

【自己点検・評価の結果を基礎に、将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度  

システムの内容とその活動上の有効性】 

 

＜現状の説明＞ 

 新潟産業大学自己点検・評価に関する規程第 4 条により、全学自己点検委員会は、個別

自己点検委員会が実施した点検・評価の結果を検証し、全学的視点による点検・評価を加

えた自己点検報告書を作成して、学長及び理事長に報告している。 

 学長は、この点検・評価の結果を主に大学運営会議で協議し、委員会等の教学組織及び

事務組織が連携して、改善に向けた計画を立案し実施に移している。 

 具体的には、1997 年度自己点検・評価の結果を基礎に、カリキュラム改革、学部間卖位

認定制度導入、教員による学生相談に加え専門医によるカウンセリングデーの導入、Web

就職活動のための学内環境整備等が、2001 年度自己点検・評価の結果を基礎に、カリキュ

ラム改革、協定大学との卖位互換制度導入、入試制度改革、共同研究制度導入等が行われ

た。また、2007 年度自己点検・評価の結果を基礎に、2 学部 3 学科から 1 学部 2 学科体制

への改組、2009 年 4 月入学定員確保、ミッションと 3 つのポリシー策定に至った。 

各個別自己点検委員会の構成員と、学部、大学院、教学組織の各種委員会それぞれの構

成員は同一であり、Check の後の Action、Plan、Do も進めやすい上に、今回の自己点検・

評価の結果については、全学自己点検委員会が学内ホームページに掲載し、全教職員が直

接意見を出せるようにし、全学的な意思統一も図った。また、教務委員会では、点検・評

価の結果にもとづき、卖位の実質化を図るための履修科目登録の上限に関する改正案を、

経済学部教授会に上程し、上限 49 卖位以下（2010 年度実施）に改定した。 
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１４－２ 自己点検・評価に対する学外者による検証 

 

【自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性】 

 

＜現状の説明＞ 

 本学は、過去に自己点検・評価活動を 3 度実施しているが、2001 年には東京大学名誉

教授をはじめとする有識者 3 名の外部評価委員により、教育・研究の中身やカリキュラム

内容を中心に点検を受けた。 

自己点検・評価報告書は、毎回印刷・製本し、学内教職員及び他大学への配布を行って

おり、さらに 2007 年度自己点検・評価報告書より本学ホームページ上での公開も行って

いる。これにより利害関係者をはじめ地域住民などの不特定多数の人による自由な閲覧が

可能な状態となることから、報告書作成にあたっては一層の注意を払い内容の正確性、客

観性、妥当性を保つ努力を行っている。 

なお、2010 年度に評価機関（大学基準協会）による大学認証評価を受審するが、この評

価結果とその後の適切な対応により真に客観性と妥当性が保たれている状態になると言え

る。 

 

 

１４－３ 大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応 

 

【文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応】 

 

＜現状の説明＞ 

2004 年に大学院設置申請が認可された際に、文部科学省大学設置・学校法人審議会学校

法人分科会から表 14－①のとおり留意事項を付された。なお、大学基準協会からの勧告な

どは受けていない。 

 

表 14－① 大学院設置申請認可に係る留意事項 

年度 留意事項 対応 

2004 

2005 

2006 

学校法人の経営基盤の

安定確保に努めること。 

以下の観点から、対応状況を各年度の提出期限まで

に報告した。 

○収入の安定確保 

・教職課程の開設 

・学部学科構成の改革 

・きめ細かな教育サービスの充実 

・学生一人ひとりを対象とした就職指導 

○支出の削減 

・監査システムの整備・強化 

・人件費支出の見直し 



163 

 

2005 

事務処理体制を整え、事

務処理機能の充実向上

に努めること。 

以下の観点から、対応状況を各年度の提出期限まで

に報告した。 

○事務組織の改革 

・事務局次長の新設 

・総務部長、教学部長の廃止 

 

文部科学省からの留意事項に関しては、理事長、学長を中心に迅速かつ適切な対応をと

っており、特に問題を指摘されたことはない。また、2006 年以降に指摘事項や勧告などを

受けたことはない。 
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第１５章 情報公開・説明責任 

到達目標 

大学の持つ高い公共性に鑑み、より一層の情報公開に努める。 

 

１５－１ 財政公開 

 

【財政公開の状況とその内容･方法の適切性】 

 

＜現状の説明＞ 

財務書類については、理事会での決算承認(5 月)を経て、｢資金収支計算書｣、｢消費収支

計算書｣、｢貸借対照表｣、｢財産目録｣、｢監事の監査報告｣について公開しているところであ

る。 

その公開は、2005 年度は学報｢青海波｣への掲載、事務局総務課内での書面閲覧等により

行ったが、2006 年度以降についてはホームページ及び事務局総務課での閲覧によって行っ

ている。また、2008 年度からは勘定科目の説明を加えわかりやすい情報を公開するため工

夫に努めているところである。 

事務局総務課内での閲覧対象者は主に①在学する学生･生徒、②在学する学生･生徒の保

護者、③教職員･非常勤講師等であり、ホームページではこれら利害関係者を含む社会一般

が対象である。 

 

＜点検・評価 長所と問題点＞ 

学校法人は、学生生徒からの納付金、国等からの公的助成金、篤志家からの寄付金等に

よって運営されており、その公共性の高さから広く一般に財政状況を公開する責務がある。 

現在、本学の財務情報の公開については主にホームページへの掲載により行っており、

資金収支･消費収支計算書については予算と決算の対比、貸借対照表については過年度比較

することにより、比較的わかりやすく示している。また、教職員に対しても財務の現状認

識を共有するため、教職員全体集会等を適宜開催して説明に努める等、内部に対する情報

公開も適切に行われている。 

以上、情報公開は適切に行われていると判断する。 

 

＜将来の改善・改革にむけた方策＞ 

 財政公開については今後もホームページを主とし内容を充実させていく。 

また、企業会計と比べ一般的に馴染みが薄い学校法人会計について、決算概要の簡潔記

述や、費用に対する事業効果の解説など、一層わかりやすい情報公開を行っていく。 

 

 

１５－２ 情報公開請求への対応 

 

【情報公開請求への対応状況とその適切性】 
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＜現状の説明＞ 

私立学校法の改正を機に、｢学校法人柏専学院情報公開情報委員会規則｣を整備し、2004

年度から情報公開に応える体制を整えた。 

公開方法は、インターネットホームページを基本としているが、閲覧や現物希望等の場

合は、できる限り要望に応えるよう努めている。（表 15-①参照） 

今後もより一層わかりやすい内容で公開することを心がける。 

 

表 15-① 主な情報開示状況 

 インターネットホ

ームページに公開 

申出のあった者に

閲覧又は配付 

在学生、保護者、 

教職員 

事業報告書 ○ ○ ○ 

事業計画書 ○ ○ ○ 

財産目録 ○ ○ ○ 

貸借対照表 ○ ○ ○ 

資金収支計算書 ○ ○ ○ 

消費収支計算書 ○ ○ ○ 

監事の監査報告書 ○ ○ ○ 

学生、教職員数 ○ ○ ○ 

就職、進路状況 ○ ○ ○ 

自己点検報告書 ○ ○ ○ 

学科設置履行状況 ○ ○ ○ 

大学施設等利用方法 ○ ○ ○ 

公開講座案内 ○ ○ ○ 

講義概要及び成績評価方法 ○ ○ ○ 

学生生活の手引き（含、ハラ

スメント防止ガイドライン） 
  ○ 

成績の疑義照会及び回答   ○ 

保護者への成績通知   ○ 

大学案内 ○ ○ ○ 

入試過去問題集  ○ ○ 

 

＜点検・評価 長所と問題点＞ 

本学における情報開示請求は、2004 年度の公開開始以来 0 件であり、十分な情報公開

がなされていると判断できる。 

 

＜将来の改善・改革にむけた方策＞ 

 情報をより一層わかりやすい内容で公開すること及び公共的な役割を自覚し積極的な情

報の公開に努める。 
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１５－３ 点検・評価結果の発信 

 

【自己点検・評価結果の学内外への発信状況とその適切性】 

 ・第１４章 「１４－２ 自己点検・評価に対する学外者による検証」に記載 

 

【外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性】 

・本学では 2002 年以降外部評価を受けていない。 
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終章 

 

 この「自己点検・評価報告書」は、平成 21 年 5 月 1 日を基礎データ基準日として作成

された。本学としては、多くの議論を経た将来構想をコンパクト・ユニバーシティ路線と

してまとめスタートした時期であり、従って、この間の真剣な議論の多くが点検・評価作

業や改善・改革のための課題抽出作業とも重なるものであった。 

 柏崎専門学校開校以来 60 余年にわたり引き継がれてきた伝統にもとづき、本学のミッ

ションを『地域社会や企業を主体的に支える人材の育成』としてまとめ上げた。地域格差

の広がりが懸念される昨今、一部の大都市を除けば、地域を支える若い人材の育成は、日

本のほとんどの地域が抱える共通の重要課題である。悩みを抱える全国各地から、若者を

お預かりし、立派に磨きあげてその地にお返ししていくという使命を常に確認しながら、

この度の自己点検・評価を進めた。 

 また、本学は比較的新しいもう一つの伝統を有している。それは、文部省（当時）の指

導を受けながら実施してきた、人文学部環日本海文化学科開設（平成 6 年）以来のアジア

地域からの留学生受け入れと国際化社会に対応できる人材の育成である。人口約 9 万人の

柏崎市にも、現在、800 人を超える外国人が生活している。このように、国際化は地方の

過疎地域においてさえも進行中であり、国際化する地域を支える国際感覚豊かな人材育成

もまた急務であるといえる。本学は、多くの留学生を受け入れて育てると同時に、留学生

と学生生活を共に過ごす日本人学生の国際理解を深めている。この視点もまたこのたびの

点検・評価に不可欠であった。 

大学のコンパクト化は、学生一人ひとりに目を届かせ、きめ細かく教育することを意味

する。しかも、個性豊かでなければ、地方の小規模大学で学ぼうとする意欲を持った学生

を確保することは難しい。教育内容と方法の整備については集中的な議論を交わしたが、

学部再編前の経済学部、人文学部、産業システム学部 3 学部に所属していた幅広い領域の

教員が、経済学部 1 学部に濃縮された結果、質的にも量的にも教養分野が飛躍的に充実す

ることとなった。例えば、教養ゼミナールや首都圏でのフィールドワークによる授業科目

の開設は個性的であり魅力的であると確信している。 

 学生確保については、入学定員を 160名に減員して臨んだ平成 21年度は定員を確保し、

手応えのある第一歩を踏み出すことができた。高い就職率の維持、小さいながらも全国大

会出場を続ける部活動の存在なども評価されたものと思う。今後も、学生生活や就職活動

への有効な支援を続けていきたい。研究活動の支援や地域社会へ貢献については、常に客

観的な点検や評価がなされるよう広く意見を求めながら継続する。 

ところで、大学のコンパクト化を進める上で、避けられないのが「人員削減」である。

このデリケートな課題についても、多くの教職員の理解を得ながら対応してきた。平成 19

年度期首の専任職員数は 77 名（教員 43 名、職員 34 名。）であったが、平成 22 年度期首

の専任職員数は 65 名（教員 35 名、職員 30 名。長期出向者 2 名を含む。）の予定である。

この 3 年間の人員の減尐は、一方的な削減ではなく、専門性や重点科目に配慮した新規採

用者 9 名が含まれている。難しい課題ではあるが、学内の共通理解を深めながら、今後も

大学組織の適正規模化と質的向上を追求していく。 

施設や設備については、無駄を省く努力を継続しながら必要な改善は進めなければなら
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ない。本学 A 号館カフェテリアの活用に示されるように、コンパクト化により生じるはず

のスペースについては、徹底的に有効利用を検討する。こうした対応を総合的且つ不断に

継続しながら財務の改善を図ることとしたい。 

地域に根ざしたコンパクト・ユニバーシティを将来にわたり存続させ、地域を支える人

材を輩出し続けるためには、教職員の意識を 1 つのベクトルにまとめ得る自己点検・評価

の活動を学内に根付かせ、改革・改善のスピードを上げなければならない。中越沖地震と

いう大きな災禍に見舞われ、平成 20 年度受審はかなわなかったが、平成 19 年度の自己点

検・評価から 2 年後の平成 21 年度に自己点検・評価が実施できたことは、この活動が学

内に定着しつつあることを裏付けるものである。 

報告書をまとめながら再認識したことは、本学の教育理念を実現するためには、今後も

引き続き自己点検・評価の作業と、改善・改革の努力を継続することの重要性である。多

くの方々からのご指導を積極的に賜りながら、実行していきたい。また、適時に指導を仰

ぐためにも、情報公開を適切に行っていく。 

 

 

新潟産業大学学長 広川 俊男 




